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告 示

�愛媛県告示第９０９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町有網代字下り松３６８の１１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町有網代字下り松３６８の１１

� 保安林として指定された目的

魚つき

� 解除の理由

道路用地とするため

３� 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町有網代字下り松３６８の１１

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第９１０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

四国中央市富郷町津根山乙４４６の２から乙４４６の４まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び四国

中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９１１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

八幡浜市郷２番耕地６２１、２番耕地６２２
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２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び八幡

浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第９１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、中予地方局長から次のとおり公共測量

が終了した旨の通知があった。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数地図化、地図情報レベル２５００）

２ 作業期間 令和５年５月８日から

７月１３日まで

３ 作業地域 �万高原町 一円

�������
�愛媛県告示第９１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市祝谷土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和５年８月８日認可した。

令和５年８月２２日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第９１３号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

中型バス（スクールバス・福祉車両）
２台

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和５年７月２６日

いすゞ自動車中国四国
株式会社四国支社松山
支店
愛媛県松山市土居町５７
５番地

４８，２４４，０２０円 一般競争入札 令和５年６月３０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３０）第１８１７８号 平成３０年
１０月９日

�日本エアーソリュ－ジ
ョンズ 冨士原 裕 松山市余戸東１－３－２２ 令和５年

７月５日
電気工事業
管工事業 建設業の廃止

（般－３）第１４７３５号 令和３年
５月１０日 剣産業 稲田津留雄 松山市水泥町３３３－２９ 令和５年

７月１３日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２）第１３３３７号 令和３年
３月４日 オクトハウス� 兵頭 弘美 松山市松末１－６－２６ 令和５年

７月２１日 大工工事業 建設業の廃止
（一部）

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－３０）第１４０２７号 平成３０年
６月８日 武田ガラス店 武田 英夫 宇和島市佐伯町２－３－

１７
令和５年
６月５日

ガラス工事業
建具工事業 建設業の廃止

（般－３）第１８６２５号 令和３年
４月８日

Ｎ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ
ｉｏｎ� 西蔭ゆりか 宇和島市新田町３－５－

４
令和５年
６月２８日 塗装工事業 建設業の廃止

（一部）
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教育委員会公告

�公 告

令和６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（後期選考試験）

の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

令和６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（後期選考試験）を次

の要領で実施する。

令和５年８月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

１ 選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小学校教員 令和５年１０月７日（土） 愛媛県庁
（松山市一番町四丁目
４番地２）

中学校教員（各教
科）

�愛媛県告示第９１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 滑床松野線 北宇和郡松野町大字目黒目黒山国有林２０７９林班ろ小班 令和５年８月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂５８３番３から

同町山鳥坂５７８番２まで
令和５年８月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂５８３番３から

同町山鳥坂５７８番２まで

旧 ４．４～２２．２ ０．１３２

新 ９．１～３６．２ ０．１３２

（般・特－３０）第１６３８６号 平成３０年
９月１９日 �羽田建設 羽田 正行 南宇和郡愛南町増田５４１９ 令和５年

７月６日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－２）第３８１号 令和２年
５月２８日 �藤堂組 藤堂 真二 宇和島市津島町岩渕甲８３

８
令和５年
７月２１日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－３）第８１７５号 令和４年
３月２２日 �日吉建材運輸 宮崎 友明 北宇和郡鬼北町大字上鍵

山２３４－１
令和５年
７月２６日

土工工事業
とび・土工工事業
管工事業、水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－２）第１２１６３号 令和３年
１月５日 �いの水道設備 猪野 政敏 大洲市田口甲１０４６－２ 令和５年

７月３１日
土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
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高等学校教員（各
教科）

令和５年１０月８日（日） 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番地）

特別支援学校教員

注１ 区分間の併願は認めない。

２ 場所等を変更することがある。

２ 受験申込受付期間

令和５年８月２９日（火）から９月１４日（木）まで

３ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第９条各号のいずれにも該当し

ない者

� 試験区分に相当する教員免許状（特別免許状及び臨時免許状

を除く。）を有する者

� 昭和３９年４月２日以降に出生した者

� 次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 小学校教員、中学校教員、高等学校教員又は特別支援学校

教員を志願する者のうち、他の都道府県の国公立学校（学校

教育法第２条第２項に規定する国立学校又は公立学校をいう。

以下同じ。）又は私立学校（学校教育法第２条第２項に規定

する私立学校をいう。）の教員として勤務している者（正規

教員であるものに限る。）で、２年以上の教職経験（正規教

員である期間に限る。休職、育児休業等（部分休業及び育児

短時間勤務は含まない。）の期間を除く。以下同じ。）を令

和５年９月１４日時点で有する者

イ 高等学校教員又は特別支援学校教員を志願する者のうち、

本県の国公立学校で３年以上の教職経験を令和５年９月１４日

時点で有する者

� �で有する教職経験と同一の試験区分を志願する者
� 令和６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（前期選考試験）

の受験申込みを行っていない者

４ 受験申込手続及び試験方法

令和６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下

「志願要項」という。）及び令和６年度愛媛県公立学校教員採用

選考試験後期選考試験実施要項（以下「実施要項」という。）を

参照すること。

５ 志願要項、実施要項及び出願関係用紙の入手方法

愛媛県のホームページからダウンロードし、印刷すること。

なお、上記によることができない場合には、下記まで問い合わ

せること。

＜問合せ先＞

志 願 種 別 宛 先

小学校教員志願者 〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２－２９４２

中学校教員志願者

高等学校教員志願者 〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２－２９５２

特別支援学校教員志願者

�愛媛県収用委員会規則第１号
愛媛県収用委員会運営規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年８月２２日

愛媛県収用委員会

会長 � 橋 直 人

愛媛県収用委員会運営規則の一部を改正する規則

愛媛県収用委員会運営規則（昭和４４年愛媛県収用委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和５年８月２２日から施行する。

改 正 後 改 正 前

第７条 省略

（写真撮影等の禁止）

第８条 審理に出席する起業者、土地所有者及び関係人並びに傍聴

人は、審理の場において、写真を撮影し、録音若しくは録画を

し、又は中継をしてはならない。ただし、あらかじめ会長の許可

を受けた場合は、この限りではない。

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略
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